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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成27年8月27日(2015.8.27)

【公開番号】特開2013-199419(P2013-199419A)
【公開日】平成25年10月3日(2013.10.3)
【年通号数】公開・登録公報2013-054
【出願番号】特願2012-238882(P2012-238882)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  31/02     (2006.01)
   Ｂ８２Ｙ  30/00     (2011.01)
   Ｂ８２Ｙ  40/00     (2011.01)
   Ｃ０９Ｃ   1/44     (2006.01)
   Ｃ０９Ｃ   3/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/24     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ   31/02     １０１Ｆ
   Ｂ８２Ｙ   30/00     　　　　
   Ｂ８２Ｙ   40/00     　　　　
   Ｃ０９Ｃ    1/44     　　　　
   Ｃ０９Ｃ    3/10     　　　　
   Ｈ０１Ｂ    1/24     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ    1/00     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｂ   13/00     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ    5/14     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ    5/14     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｂ   13/00     ５０３Ｂ
   Ｈ０１Ｂ   13/00     ５０３Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月9日(2015.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
カーボンナノチューブ１００重量部に対して、数平均分子量１万以上１５万以下の分散剤
２５０重量部以上２０００重量部以下、および水系溶媒を含むカーボンナノチューブ分散
液であって、分散液のｐＨが８～１２であることを特徴とするカーボンナノチューブ分散
液。
【請求項２】
前記分散剤がイオン性分散剤であることを特徴とする請求項１に記載のカーボンナノチュ
ーブ分散液。
【請求項３】
前記分散剤が多糖類であることを特徴とする請求項２に記載のカーボンナノチューブ分散
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液。
【請求項４】
前記分散剤がカルボキシメチルセルロースまたはその塩であることを特徴とする請求項３
に記載のカーボンナノチューブ分散液。
【請求項５】
カーボンナノチューブが主として２層カーボンナノチューブであることを特徴とする請求
項１～４のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散液。
【請求項６】
前記分散剤の重量平均分子量が３万以上２５万以下であることを特徴とする請求項１～５
のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散液。
【請求項７】
前記分散剤の割合がカーボンナノチューブ１００重量部に対して３５０重量部以上１００
０重量部以下であることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のカーボンナノチュ
ーブ分散液。
【請求項８】
カーボンナノチューブ１００重量部に対して、数平均分子量１万以上１５万以下の分散剤
２５０重量部以上２０００重量部以下、および水系溶媒を含む混合物に超音波処理を行い
、ｐＨ８～１２の分散液を得るカーボンナノチューブ分散液の製造方法。
【請求項９】
請求項１～７のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散液を基材に塗布して得られる
導電性フィルム。
【請求項１０】
光線透過率が７０％以上であり、かつ表面抵抗値が１００～１０４Ω／□である請求項９
記載の導電性フィルム。
【請求項１１】
光線透過率が８０％以上であり、かつ表面抵抗値が１０１～１０３Ω／□である請求項１
０記載の導電性フィルム。
【請求項１２】
請求項１～７のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散液を基材に塗布する導電性フ
ィルムの製造方法。
【請求項１３】
カーボンナノチューブ分散液を基材に塗布した後、過剰な分散剤を除去する請求項１２記
載の導電性フィルムの製造方法。
【請求項１４】
過剰な分散剤の除去を、導電性フィルムの洗浄により行う請求項１３に記載の導電性フィ
ルムの製造方法。
【請求項１５】
過剰な分散剤の除去を、分散剤吸着層への吸着により行う請求項１３に記載の導電性フィ
ルムの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
  すなわち本発明は、下記を特徴とする。
＜１＞カーボンナノチューブ１００重量部に対して、数平均分子量１万以上１５万以下の
分散剤２５０重量部以上２０００重量部以下、および水系溶媒を含むカーボンナノチュー
ブ分散液であって、分散液のｐＨが８～１２であることを特徴とするカーボンナノチュー
ブ分散液。
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＜２＞前記分散剤がイオン性分散剤であることを特徴とする＜１＞に記載のカーボンナノ
チューブ分散液。
＜３＞前記分散剤が多糖類であることを特徴とする＜２＞に記載のカーボンナノチューブ
分散液。
＜４＞前記分散剤がカルボキシメチルセルロースまたはその塩であることを特徴とする＜
３＞に記載のカーボンナノチューブ分散液。
＜５＞カーボンナノチューブが主として２層カーボンナノチューブであることを特徴とす
る＜１＞～＜４＞のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散液。
＜６＞前記分散剤の重量平均分子量が３万以上２５万以下であることを特徴とする＜１＞
～＜５＞のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散液。
＜７＞前記分散剤の割合がカーボンナノチューブ１００重量部に対して３５０重量部以上
１０００重量部以下であることを特徴とする＜１＞～＜６＞のいずれかに記載のカーボン
ナノチューブ分散液。
＜８＞カーボンナノチューブ１００重量部に対して、数平均分子量１万以上１５万以下の
分散剤２５０重量部以上２０００重量部以下、および水系溶媒を含む混合物に超音波処理
を行い、ｐＨ８～１２の分散液を得るカーボンナノチューブ分散液の製造方法。
＜９＞＜１＞～＜７＞のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散液を基材に塗布して
得られる導電性フィルム。
＜１０＞光線透過率が７０％以上であり、かつ表面抵抗値が１００～１０４Ω／□である
＜９＞記載の導電性フィルム。
＜１１＞光線透過率が８０％以上であり、かつ表面抵抗値が１０１～１０３Ω／□である
＜１０＞記載の導電性フィルム。
＜１２＞＜１＞～＜７＞のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散液を基材に塗布す
る導電性フィルムの製造方法。
＜１３＞カーボンナノチューブ分散液を基材に塗布した後、過剰な分散剤を除去する＜１
２＞記載の導電性フィルムの製造方法。
＜１４＞過剰な分散剤の除去を、導電性フィルムの洗浄により行う＜１３＞に記載の導電
性フィルムの製造方法。
＜１５＞過剰な分散剤の除去を、分散剤吸着層への吸着により行う＜１３＞に記載の導電
性フィルムの製造方法。
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